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 H19.4.1より施行。医療機関は施設内における

　　　　感染制御体制の整備が必要となった。

具体的には・・・

【主な内容として】

院内感染対策整備を行う為に・・・
①院内感染対策の為の指針の作成
②院内感染対策の為の委員会の開催
③職員に対する院内感染対策の為の研修の実施　
④感染症の発生状況の報告その他の院内感染対策の推進を目的とした

改善の為の方策の実施
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医療法改正とワクチン

注目！

職員研修として3種類（就業時の初期研修、就職後の継続研修、ラウ

ンド等による個別研修）と、施設外研修（学会・研究会など）がある。
・継続研修は年2回程度の開催が望ましく、必要に応じて臨時の研修

を行う。
・研修の開催結果や、参加状況については記録を残すことになってい
る。
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